
 

 

第２次太宰府市男女共同参画プラン 

平成 28年度進捗状況報告 

 

 

この報告書は、太宰府市男女共同参画推進条例第 15条に基づき、 

年次報告として公表するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太 宰 府 市 





1 

 

第２次男女共同参画プラン  

平成 28年度進捗状況概要及び平成 29年度重点目標と具体的取組 

 

 

１．平成 28年度進捗状況概要 

目標１ 男女共同参画社会実現に向けての意識づくり 

施策の方向１．男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直しと意識の改革 

  「男女共同参画市民フォーラム」は、性別による役割を見直し、男性の家事育児参

加を促す講演会を実施しました。参加者アンケートでは関心の高さが伺えました。今

後も関心を持てるテーマの設定や講師選定を行い、参加の呼びかけを行っていきます。 

また、地域における男女共同参画の推進を図るため、平成 28年度新規事業として、

校区自治協議会役員会における「10分プレゼン」を行いました。今後も、自治協議会

と調整しながら実施校区を増やし、地域活動における男女共同参画の必要性について

考えていただく機会を設けていきます。 

市の広報やホームページ、パンフレット等については、職員一人ひとりが常に男女

共同参画の視点を踏まえ、「表現ガイドライン」に留意して作成しています。新規採用

職員には「表現のガイドライン」に沿って基本的考え方の研修を行いました。 

  

施策の方向２．男女共同参画を推進し、多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

学校教育や保育においては各学校、保育所の方針や計画に基づき、男女共同参画を

含むあらゆる人権の視点に立った教育や保育を行っています。 

市民の学習支援の一環として、市民公募により決定した「男女共同参画推進シンボ

ルマーク」を市のホームページでダウンロードできるようにし、男女共同参画を広め

るツールの一つとして整備しました。 

また、６月の男女共同参画週間ではパネル展と街頭啓発を行うともに、男女共同参

画推進センタールミナスにおいても男女共同参画セミナーを開催しました。今後も市

民が気軽に学び、考えることができるテーマを設定しＰＲしていく必要があります。 

   

施策の方向３．男性、子どもにとっての男女共同参画の推進 

  男女共同参画の推進には男性や未来を担う子どもの視点が欠かせないことから、子

育て支援センターにおいては父親を対象とした子育て講座「パパとあそぼう！」を、

保健センターにおいては「両親教室」などを開催しています。開催日を日曜日に設定

している効果が表れ、父親の参加が増加しました。これらの事業では、両親が共に育

児を行うことの必要性を伝えています。育児にあまり関心のない男性の参加を促すこ

とが今後の課題です。 

 

「男は仕事、女は家庭という性別役割分担意識を持たない市民の割合」（％） 

 平成 27年度 平成 28年度 増減 

男性 59.3 67.5  8.2 

女性 65.8 64.5 △1.3 

全体 63.0 66.1  3.1 

「平成 28年度太宰府まちづくり報告書」より 
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目標２ あらゆる分野における男女共同参画の促進 

 施策の方向４．政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

   市の各種審議会等への女性の登用促進については、女性の意見等を市政に反映させ

るため、委員の改選時には団体選出に女性の推薦を依頼するなどして、積極的な登用

を働きかけています。 

一方では、分野によっては女性の識見者が少ないことや、選出区分があて職の場合、

指定される職に女性が少ないという課題もあり、選出に苦慮しています。 

登用率は年々微増していますが、目標の 40パーセントには到達していません。この

現状を改善していくため、平成 28年度は県内の 26の自治体を対象に登用状況につい

ての調査を行い、選出区分ごとの男女比についてデータを集約しました。登用が進ん

でいる自治体の選出方法を参考にして、登用率の向上に向けて取り組んでいきます。 

   また、多様な人の参画拡大にむけた市民の相互理解を促進するため、「男女（だれも）

が輝く未来へ☆だざいふリアルトーク会 2017」を開催しました。審議会委員の他、大

学生や自治会役員等が、立場を超えた対話を行うことによって、未来の男女共同参画

の在り方を共有する機会となり好評でした。 

 

「市における各種審議会委員等の女性登用率」（％）※いずれも 4月 1日現在 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

登用率 27.6 27.9 28.8 

 

施策の方向５．雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

   企業、事業所に対する啓発では、労働に関する法制度の啓発記事を広報に掲載しま

した。今後も関係記事等を速やかに周知できるよう努めていきます。 

筑紫地区企業同和問題推進委員会研修会及び筑紫地区人権・同和行政推進協議会研

修会では、ダイバーシティのテーマを設定し、多様性や女性の活躍推進についての理

解促進を図りました。 

また、市の指名入札参加者審査申請を希望する事業所を対象とした「男女共同参画

推進状況」調査について、アンケート結果を報告書としてまとめました。報告書は、

回答をいただいた事業所へフィードバックすることで啓発につなげました。今後も啓

発に重点を置き、より効果的な方法を模索し取り組んでいく必要があります。 

女性の職業能力開発では、商工会、大学と連携して女性創業者を支援する「女性・

若者向け創業意欲喚起事業」を開催し、多数の参加者がありました。 

 

施策の方向６．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

職場環境整備については、女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画において、

月の平均超過勤務時間削減の目標を設定し、ワーク・ライフ・バランスの推進に努め

取り組むこととしています。 

また、男女が共に仕事と家庭生活を両立するためには、働き方そのものを考えるこ

とも必要であることから、初めて企業向けのセミナーを開催しました。多様な人材を

活かすことの効果を参加者同士が体験し好評でした。 
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 施策の方向７．多様なライフスタイルに対応する子育て・介護への支援 

   子育て環境の整備では、子どもの医療制度の対象を拡大し、案内周知を行いました。

保育所における一時保育については１園増とし、保護者のニーズに対応したサービス

に向けて取り組んでいます。 

   保育所入所待機児童対策についても、認可保育所の定員見直しを実施し、30名の増

員としました。しかし、申込者の増加や保育士の不足により待機児童の解消には至っ

ていないことから、引き続き待機児童解消に向けて取り組みます。 

子育て支援センターにおいては、子育てに関する相談を受けるほか、出前保育、戸

外であそぼう会等を開催し、親子が交流しながら楽しく過ごせる場所を提供しました。

ほかにも、子育て情報の発信や、子育て支援サークルへの支援、地域子育て支援セン

ターとの連携を行っています。 

「赤ちゃんの駅」事業は、平成 28年度も新たに公共施設３ヶ所に設置し、乳幼児と

外出した際も、安心してオムツ交換や授乳を行えるよう整備しました。 

介護予防においては男性の参加を促進するため、介護予防教室「男性のためのすこ

やか運動教室」を開催し、年々、参加者が増加しています。 

また、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）予防の普及啓発については、ロ

コモ予防推進員により啓発活動が実施され、市とリハビリ専門職とが連携を図り、今

後の啓発方法について協議しています。 

介護保険制度の改正については市民の関心も高く、自治会や長寿クラブ等からの出

前講座の要請に応じて周知を図りました。 

 

 施策の方向８．地域・防災分野への男女共同参画の推進 

   地域社会活動の推進では、広報や隣組回覧等を通じて、環境美化活動などへ性別を

問わず幅広い市民に協力を求めています。退職まで仕事重視であった男性が地域に入

りやすい環境づくりと若い世代の地域活動への参画を、自治会と協働して進めていく

必要があります。 

ボランティアについては、ボランティア支援センターの利用者や登録団体も増加し

ています。個人登録者の男女比は４：６で、男女を問わず自身の力を発揮する場とな

っています。 

防災分野においては、地域防災計画、避難所運営マニュアル等において男女の違い

に配慮した避難所運営を明記しています。自主防災組織では、女性の積極的な参画を

求め、平常時から女性の視点を組み込んだ運営がされるよう助言しています。 

 

 施策の方向９．国際規範の尊重と国際社会の「平等・開発・平和」への貢献 

   国際交流事業への参画促進では、（公財）太宰府市国際交流協会が主催する国際交

流促進事業をとおし、在住外国人が同じ地域に暮らす住民として社会参画を促す仕組

みづくりに取り組んでいます。交流事業の参加者が固定化されていることから、今後

は、留学生との交流に関心をもつ市民を増やしていくことが必要です。また、女性の

留学生に対する防犯の取り組みも必要となってきています。 
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目標３ 男女が互いの人権を尊重しあう社会づくり 

 施策の方向 10．女性に対するあらゆる暴力の根絶 

   市民意識啓発では、１１月の「女性に対する暴力をなくす運動」週間に市内店舗前

等での街頭啓発を行いました。市役所市民ギャラリーや男女共同参画推進センタール

ミナスにおいてはパネル展を開催し、若年層における「デート DV」についての正しい

理解促進に努めました。 

また、DV被害の早期解決と支援者の拡大のため、相談窓口周知用カードを市内の郵

便局、地区公民館に設置するほか、民生委員児童委員連合協議会を通じて民生委員児

童委員に周知しました。 

被害者の保護、自立支援については、庁内の関係課や外部機関と連携し、相談者の

状況に応じた支援を行っています。迅速かつ適切な DV相談に備えるため、「DV被害者

支援庁内関係課連絡会議」を開き、相談体制の確認や情報漏えい対策徹底のための協

議をしています。 

 

 施策の方向 11．生涯を通じた女性の健康支援 

   労働の場における母性保護の啓発については、母子健康手帳交付の機会を活用して、

働く女性のための制度について周知を図っています。 

がん検診や特定健診においては、未受診者への勧奨通知など受診率向上に向けた取

り組みの成果もあり、受診率は前年度と比較して増加しました。託児を設けるほか、

会場における個人情報保護の配慮を行うなど女性が受診しやすい環境整備にも取り組

みました。 

   また、妊婦への保健指導では、母子健康手帳交付時から出産後まで情報提供を行っ

ています。第一子出産年齢が高齢化している一方で、若年妊娠のケースは複雑化かつ

困難化していることから、個人の養育環境に配慮しながら、リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の視点で、正しい性や家族計画について

の情報提供と相談を行いました。 

 

 施策の方向 12．困難を抱える人が安心して暮らせる環境の整備 

   困難を抱える人への支援については、DV被害、貧困、障がい、高齢、外国人など様々

な境遇によって支援も複雑化しています。個人の状況に応じた配慮を行いながら、関

係機関との連携を図り、情報提供や自立支援に努めています。 

 

 

プランの推進体制 

   プランの進行管理は、各課長ヒアリング後、推進本部幹事会、本部会議を経て男女

共同参画審議会に報告しています。了承を得たものを市ホームページで公開するとと

もに、審議会における意見、提言を庁内会議で報告しています。 

男女共同参画の拠点施設として、ルミナスを平成 28年度から男女共同参画推進セン

ターとし、専用ホームページを開設しました。また、男女共同参画推進センターにお

ける DV相談事業を平成 29年度に開始させるにあたり、指定管理者との協議を行いま

した。今後は、指定管理者制度運用ガイドラインに沿って事業内容の評価検証を行っ
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ていきます。 

職員研修では、男女共同参画の表現について改めて全職員が理解を深めるよう取り

組みました。また、「男女共同参画オフィスチェックシート」で全職員が定期的に自分

自身を振り返ることによって全庁的に男女共同参画の意識が定着するよう努めました。 

 

2．平成 29年度重点目標と具体的取組 

平成 29年度の重点目標を次のとおり設定し、課題解決のために取り組んでいきます。 

 

目標１ 男女共同参画社会実現に向けての意識づくり 

平成 29年度重点目標 市民の男女共同参画理解への促進 

市民意識を引き続き向上させるために、下記の具体的取組を行っていきます。 

＜具体的取組＞ 

・男女共同参画週間パネル展及び街頭啓発 6月 15日～29日 

・太宰府市男女共同参画市民フォーラム  12月 2日 

・校区自治協議会役員会における「１０分プレゼン」の実施校区の拡大 

・ルミナス「男女共同参画セミナー」6月 24日、10月 21日、1月 27日 

・ホームページ、広報紙による情報の提供 随時 

 

目標２ あらゆる分野における男女共同参画の促進 

 平成 29年度重点目標 女性の活躍推進のための啓発 

 女性の活躍や企業事業所への理解を進めるために、下記の具体的取組を行っていきます。 

＜具体的取組＞  

・男女（だれも）が輝く未来へ☆だざいふリアルトーク会 2018 2月頃 

・審議会等への女性の積極的登用促進のための取組の検討 

 

目標３ 男女が互いの人権を尊重しあう社会づくり 

 平成 29年度重点目標 DV被害者支援庁内連携体制の充実 

 ＤＶ被害者支援を充実強化するために、下記の具体的取組を行っていきます。 

＜具体的取組＞ 

  ・ＤＶ被害者支援庁内連携会議の開催 8月、3月 

  ・女性に対する暴力をなくす運動週間パネル展・街頭啓発 11月 

  ・ＤＶ防止啓発パンフレットの作成と配布 

  ・ＤＶ相談機関周知の充実 

  ・職員の相談援助技術向上のための研修参加 

 

プランの推進体制 

 平成 29年度重点目標 男女共同参画推進センターの充実 

 男女共同参画の拠点施設としての整備を行うとともに、推進体制を充実させます。 

＜具体的取組＞ 

  ・第 2次男女共同参画プラン後期プラン策定 

  ・男女共同参画推進センター事業の評価検証 

・ルミナス登録団体代表者会議 

・男女共同参画職員研修 8月 
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